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© 2022デロイトベトナムタックスアドバイザリーカンパニーリミテッド

参考用であり、配布または販売用ではあり
ません

当ニュースレターでは直近の法改正や新政令・通達及び、税務・税関当局から直近で発行され
たオフィシャルレターによる税務見解をダイジェストでご紹介させていただきます。

今回のニュースレターのテーマは以下の通りです。

1. 税務管理

2. 法人税（CIT) 

3. 間接税及び外国契約者税（FCWT）

4. 労働・社会保険・個人所得税（PIT）

※当資料は弊社によるニュースレターの要約版となります。詳細につきましては英語版又はベトナム語版の
添付ニュースレターをご参照ください。
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一般的な情報

2022年の最初の6か月の税務実績

2022年の最初の6か月の税務実績と、

次のようないくつかの注目すべき点が
あります。

1.最初の6か月間の州予算徴収の結果:

最初の6か月の累積収益は775兆2,620
億ドンで、2022年の見積りの66%、
2021年の同時期と比較して117.6%に相
当します。

一般的な情報

2.税務調査・調査状況

2022年の最初の06か月で、すべてのレ

ベルの税務当局は、納税者の施設で
20,720件の税務監査/検査を実施し、机
上税務監査を通じて276,726件の税務申

告書類を監査しました。監査と検査を
通じて提案された総額は13兆9,370億ド
ンで、そのうち:

• 延滞税の増加:3兆8,550億ドン。

• 税額控除の削減:6,390億ドン。

• 減税:9兆4,430億ドン。

• 移転価格監査:74社を視察。2,880億
ドンの延滞と罰金。4,880億ドンの
損失を削減し、8兆700億ドンの税
額控除を削減しました。

一般的な情報

3.今後2022年の計画の実施の方向性:

• 租税債務管理、租税債務執行を強
化し、徴税における損失と戦う。

• 徴収予定額を超える税務調査・検
査の継続強化

• 納税者に対する免税、減税、税金
の延長、土地賃貸料の支払いに関
する支援パッケージを効果的に実
施し続ける。

税務管理
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ガイダンス裁定

女性従業員を常用する企業に対す
る法人所得税減税政策

正社員総数の30%を占める女性従業員
を100人以上雇用している場合、企業

が個別に計上できる場合、企業は女性
従業員に費やされた実際の追加費用に
相当する法人所得税(「CIT」)の減額を
受ける権利があります。

対象企業は、常用女性従業員の総数を
証明する十分な書類と、所轄の労働当
局による確認を保管する必要がありま
す。

(ハイフォン税務局が発行した2022年7
月7日付の公式書簡第1847号/CTHPH-
TTHT)

資本として拠出された資産が市場
価格で評価されない場合は、課税
の対象となります。

当社が個人から商標により出資を受け
、知的財産法に基づき個人から当社へ
の商標所有権の移転を完了し、その後
、当社が商標の所有者となり、当該商
標を資本の増加として記録した場合、
商標価額はCITの対象とはなりません。

資本として拠出された資産が市場価格
で評価されない場合、納税者は租税行
政法第50条に規定する課税の対象とな
ります。

(ハノイ税務局が発行した2022年7月11
日付の公式書簡第32670号/CTHN-TTHT)

最初の収益創出年を決定する時期

企業が試作段階から生産された商品の
販売を行い、その販売がベトナム会計
基準第14号に従って05の条件(収益お
よびその他の収入)をすべて完全に満た

している場合、これは収益として記録
され、企業による収益を生み出した最
初の年と見なされます。

(ビンズオン税務局が発行した2022年5
月31日付の公式レター第9482号
/CTBDU-TTHT)。

法人所得税（CIT）

mailto:deloittevietnam@deloitte.com


Contact
Website: deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com
For reference only, not for distribution or sale

Tax & Customs Newsletter | July 2022 | Page 4

間接税及び外国契約者
税（FCWT）

ガイダンス裁定

トレーニングサービスに付随する
ソフトウェア著作権の提供による
収入に対して課される外国契約者
税

当社が外国の請負業者からロボットソ
フトウェアのライセンスとトレーニン
グサービスを組み合わせて購入した場
合、外国の請負業者がベトナムでソフ
トウェアライセンスとトレーニングサ
ービスの両方を提供することで得た収
入は、外国契約者税(「FCWT」)の対象
となります(VATおよびCITを含む)。

• ロボットソフトウェアライセンス
の提供の場合:支払CITは、課税所得
に対して10%のCIT税率を適用しま
した。

• トレーニングサービスの提供のた
め:

✓ VATは課税所得にVAT率5%を適用し
ました。

✓ CITは課税所得にCIT税率5%を適用し
ました。

(BacNinh税務局が発行した2022年6月29
日付の公式レターNo.2007/CTBNI-TTHT)

ガイダンス裁定 ガイダンス裁定 ガイダンス裁定
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労働・社会保険・個
人所得税(PIT）

ガイダンス裁定

2022年7月1日からの労働災害およ
び職業病保険基金への拠出率

首相決定第23/2021/QD-によると、社
会保険(「SI」)を支払うための基礎とし
て、労働災害および職業病保険基金(「
LAODIF」)への拠出率を給与基金の0%
に引き下げる方針は、2021年7月1日か
ら2022年6月30日までの12か月間実施
されました。

したがって、2022年7月1日から、雇用
主は、LAODIFへの強制保険拠出の拠出
率を規定した2020年5月25日付政令第
58/2020/ND-CP号に従って、SIの支払い
の基礎として給与基金の0.5%の割合で
LAODIFに支払うものとします。

(ホーチミン市社会保障局が発行した
2022年6月21日付の公式書簡第3288号/
BHXH-QLT号)

電子個人所得税源泉徴収証明書の
使用方法

税務総局は、電子個人所得税(「PIT」)

源泉徴収証明書を使用する場合、登録
、発行の通知、および税務当局への電
子データの送信を必要としない所得支
払者を指導します。所得支払者は、政
令第123/2020/ND-CP号第32条第1項に

規定されている必須の内容を保証する
電子領収書を使用するための独自のソ
フトウェアシステムを構築します。

電子PIT源泉徴収証明書がまだ実装され
ていない間、組織および企業はPIT源泉

徴収証明書を自己発行の形で使用する
ことができます。

2022年7月1日以降、税務当局は税務当
局によって印刷されたPIT源泉徴収証明

書を販売しなくなりました。企業が税
務当局から購入したPIT源泉徴収証明書

をまだ保持している場合は、引き続き
使用されます。

(税務総局が発行した2022年7月12日付
の公式レター第2455 / TCT-DNNCN)

ヴァンバンフンダン

非居住者のための個人所得税政策

海外企業が外国人従業員をベトナム市
場に調査および調査するためにベトナ
ムに来て、ベトナムの税務非居住者と
しての資格を満たすように割り当てる
場合、次のようになります。

• ベトナム企業がベトナムの外国人
従業員に支払うことは、ベトナム
で生み出された収入として決定さ
れ、会社は個人に支払いを行う前
に20%のPITを源泉徴収する責任があ
ります。

• ベトナム企業が、個々の外国人従
業員の徴収および支払い費用の両
当事者間の合意に従って海外企業
に代わって支払い、PIT課税所得を

生み出さない場合、そのような外
国人従業員はベトナムでのPITの対
象にはなりません。

(ハノイ税務局発行の2022年7月8日付
公式書簡第32313号/CTHN-TTHT)

租税条約に基づく個人所得税の免
税および減免

二重課税回避協定(「DTA」)に基づく
PIT免除および減額の手続きについては
、財務省が発行した2021年9月29日付
通達第80/2021/TT-BTC号第62条第2項に
従うものとします。

ベトナムの組織または個人との契約締
結前の15日以内に、外国当事者は、契

約に署名するか、または所得を支払う
ベトナムの当事者に、DTA契約に基づ

く免税または減額の要求の書類を、規
制された最初の税務申告書類とともに
ベトナム当事者の直接管理税務当局に
提出するものとします。

(ハノイ税務局が発行した2022年7月1
日付の公式レター第31196号/CTHN-
TTHT)
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